
すずらん調剤薬局  西滝店 の掲示事項 

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 に従い、当店では下記の掲示を行っております。 

 

 ●調剤基本料について 

当薬局は、調剤基本料１（４５点）を算定し、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険

薬局です。 

複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、受付が２回目以降の調剤基本

料は、処方箋の受付１回につき所定点数 の 100 分の 80 に相当する点数により算定します。 

 

 ●夜間休日等加算について 

平成 20 年 4 月の調剤報酬改定により当薬局では下記の時間帯において、受付・調剤した場合「夜

間・休日等加算」の算定対象となります。負担金は負担割合により 40～120 円になりますことをご了承

願います。なお、閉局中の受付・調剤については時間外加算・深夜加算の対象となることがあります。

お問い合わせは受付事務または薬剤師までお願いいたします。 

    平 日１９：００以降、土曜日１３：００以降、日曜日・祝日 

 

 ●明細書発行体制について 

当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、平成２２年４

月１日より、領収書の発行の際に『個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書』を無料で発行してお

ります。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成３０年４月１日よ

り、明細書を無料で発行しております。 

なお、明細書には使用した薬剤の名称や服用量などが記載されるものですので、その点、ご理解いた



だき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。 

 

 ●調剤管理料および服薬管理指導料について 

当薬局は、患者さんの服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬

剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されて

いるような場合には服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェック致します。 

また、「薬剤服用歴の記録」を基にそれぞれの方に合わせた服用に関する説明・必要な指導を行いま

す。これらを文書により提供いたします。 

 

 ●かかりつけ薬剤師指導料 および かかりつけ薬剤師包括指導料 について 

当店ではかかりつけ薬剤師指導料 および かかりつけ薬剤師包括指導料に対応しておりません。 

 

 ●後発医薬品調剤体制加算について 

当薬局では後発医薬品調剤体制加算 3（30 点）を算定し、後発医薬品の調剤を積極的に行います。 

 

 ●医療情報取得加算について 

当薬局では下記の基準を満たし、医療情報取得加算を算定しております 

 ・オンライン資格確認を行う体制を有しています 

 ・オンライン資格確認を通じて取得した薬剤情報、特定健診情報等を閲覧又は活用し、調剤、服薬指

導等を行っています。 

 

 ●医療 DX 推進体制整備加算について 



当薬局では患者さんに質の高い医療を提供するために、医療 DX を積極的に推進し、医療 DX 推進体

制整備加算(月 1 回 4～7 点)を算定しています。具体的には、以下の取り組みを行っています。 

 1. オンライン資格確認を通じて取得した薬剤情報、特定健診情報等を閲覧又は活用し、調剤、服薬

指導、健康相談等を行っています。 

 2. 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理を行っています。 

 3. マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供でき

るよう取り組んでいます。 

 4. 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用し、医療ＤＸに係る取組を行っています。 

 5.サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行っています。 

 

 ●連携強化加算について 

当薬局では連携強化加算を算定しておりません。 

 

 ●地域支援体制加算について 

当薬局では地域支援体制加算を算定しておりません。 

 

 ●無菌調剤処理加算について 

当薬局では無菌調剤処理加算を算定しておりません。 

 

 ●在宅患者訪問薬剤管理指導について 

当薬局では在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、医師の指示に基づき保険薬剤師が薬

学的管理指導計画を策定したうえで、調剤後お宅を訪問する等して薬剤の服薬指導及び薬剤管理の



指導を行います。それに伴い、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定しております。訪問にかかる交通

費については実費をいただきます。 

なお、指示を行った医師に対しては、訪問結果を文書にて情報提供させていただきますので、ご了承

願います。 

 

 ●居宅療養管理指導料について 

当薬局は介護保険サービス提供事業者として居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導

を行う薬局です。 

 

 


